
提言書素案に対する委員意見 

 

 

１．女性の参画拡大と男性の育児休業取得促進 

市職場における管理監督職の女性職員の割合は毎年微増し、令和５年度は２２．８％ですが、

更に積極的な登用が必要です。また、男性職員の育児休業取得率は令和４年度に５１．４％とな

り半数を超える取得率となりましたが十分とは言えず、女性の参画が進まない要因の一つと考え

られます。 

令和２年度船橋市男女共同参画市民アンケートでは、６２．５％の人が「職場において男性が

優遇されている（どちらかといえば男性が優遇されているを含む）」と答えています。 

男女が対等の立場で共に参画し、男女双方の意見が反映されるよう、今後も市職場における管

理監督職への女性職員の登用、男性職員の育児休業取得促進に向けた取り組みを市が率先して進

めていただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ これは、『方針１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大』についての提言であ

り、内容的にも市職場に対するものになっているので、提言項目にあるように題名に

「行政における」を付け加えて「行政における女性の参画拡大と男性の育児休業取得

促進」にした方が良いかと思います。 

次の『２．男女共に「仕事と育児の両立できる社会」の推進』の内容は民間企業に向

けてどう働きかけて欲しいかとの内容なので、１と２を明確に区別できるようにした

方がよいかと思います。 

 

  

資料４ 



２．男女ともに「仕事と育児の両立できる社会」の推進 

令和２年度船橋市男女共同参画市民アンケートでは、「男は仕事、女は家庭」という考え方に

ついて、「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と答えた人の割合は７０．６％でし

た。一方、社会全体における男女の地位の平等感では、「平等になっている」と答えた人の割合

は１８．７％であり、意識改革はある程度進んでいるものの、具体的な平等感には結びついてい

ないという実態があります。 

また、令和４年度総務省労働力調査結果（全国結果）によると、女性の正規雇用者の割合は４

６．６％、非正規雇用者の割合は５３．４％でした。低賃金で雇用が不安定になりやすい非正規

雇用者の割合が高い結果が見られました。 

男女ともに「仕事と育児の両立できる社会」の実現に向けては、一人ひとりが、固定的性別役

割分担に捉われないことの理解を深めることが肝要であり、市民に対して男性の家事・育児への

参加に関する意識啓発や、企業に対して女性の積極的な登用を促し、誰もが活躍できる社会へ推

進していただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ 大切な事だと思います。できる事をやり、お互いに協力し合えばいいと思う。 

２ 「低賃金で雇用が不安定になりやすい非正規雇用者の割合が高い結果」との記載は、

「企業に対して女性の積極的な登用を促し」のところへつながっているのだと思いま

すが、非正規雇用の問題は、民間に限らず公務員においても問題となっているところ

であり、この点に言及しなくてよいのか気になりました。もっとも、簡単な問題では

ありませんので、今回は言及しないということでもよいとは思います。 

３ タイトルを「育児」に限らず、計画に合わせて「仕事と生活の調和」ではどうか。 

第１段落では７との重複があり、「一方・・・」を夫婦１日あたりの家事育児時間を

示して、「意識改革は・・・ものの、行動に繋がっていない」としてはどうか。 

第２段落、女性の非正規雇用率が高いことは事実だが、育児との両立だけに関わるこ

とではないので、ここで記載しなくても良いと思う。 

第３段落、「（冒頭から）市民が仕事と生活の調和を実現するためには、一人ひとり・・・

参加に関する意識啓発を更に活発に取り組んで欲しい（ここで具体例が挙げられると

良いのですが）。」「企業に対しても、女性の積極的な登用や男性従業員の育児休業取

得を促す働きかけを積極的に行って欲しい。」としてはどうか。 

全体として、市に啓発を求めることが多いので、具体的な働きかけ方法など会議でア

イデアを出し合えると良い。 

 

 

 

 

 

 

 



＜事務局追加資料＞ 

6 歳未満の子供を持つ夫婦の１日当たりの家事・育児関連時間の推移 

       一週全体、夫婦と子供の世帯（全国） 

 

出所：総務省令和３年社会生活基本調査 

 

  



３．誰もが安心して暮らせるための支援 

誰もが安心して暮らせるためには、ひとり親家庭や性的少数者、高齢者などへの支援を充実さ

せることが大切です。 

市ではひとり親家庭等の生活の安定と向上、自立の促進を図るため「船橋市ひとり親家庭等自

立促進計画（第４次）」を策定しています。計画に基づき、ひとり親家庭への支援を充実させる

ことが大切です。特に、ひとり親家庭の中で見落とされやすい父子家庭や、ヤングケアラーの問

題にも留意し、誰もが取り残されることが無いように計画の推進をしていただきたい。 

また、多様な性のあり方について、令和２年度船橋市男女共同参画市民アンケートでは、性的

少数者について、言葉も意味も「知っている」と答えた人が８２．１％であり、ある程度周知は

進んでいます。多様な性のあり方、家族のあり方への理解をより増進するために引き続き啓発を

図るとともに、パートナーシップ・ファミリーシップ制度及びそれらの都市間連携制度について

より一層の周知に努めていただきたい。 

更に、高齢者の人口や単独世帯の割合は年々増加し、今後も増えていくと考えられますが、高

齢者が地域で安心して暮らしていけるように、常に最新の状況を把握しながら高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画の推進について、取り組んでいただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ 「パートナーシップ・ファミリーシップ制度及びそれらの都市間連携制度について」

の箇所について、 

「船橋市におけるパートナーシップ・ファミリーシップ制度及びそれらの県内５市と

の都市間連携制度」としてはいかがでしょうか。 

２ ヤングケアラー等の見分け方も難しく、又声かけも中々出来ないと思うが、子ども食

堂等を利用してもらい、顔見知り、交流ができ信頼が生まれると自然にわかってきて、

相談・支援ができるとは思います。 

 

  



４．地域の防災力向上への取組 

「船橋市地域防災計画」では、災害時における避難所運営体制について、男女双方の視点に配

慮した避難所運営を行う必要があるとしています。また、避難所運営委員会や各避難所の運営マ

ニュアルの作成の際には、地域の女性が参加することが望ましいとしており、避難所運営体制の

整備において、検討段階から女性の参画を促し、女性リーダーの育成に努めるものとしています。 

それらを実現するため、地域の防災組織等で積極的に活動できる女性防災リーダーの養成につ

いて、一層の推進をお願いします。また、女性をはじめ、多様な年代や環境にある方々が地域防

災に関わることの重要性を地域防災リーダー及び町会・自治会に啓発していただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ 町会・自治会では防災訓練などあり、消防署の方の話や又指導によりＡＥＤの使い方

や突然の災害時の身の置き方等、理解されている方もいると思うが、もっと積極的に

女性も動いてほしいですね。 

 

  



５．暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

内閣府の調査（※）では、女性の約４人に１人、男性の約５人に１人が配偶者からＤＶ被害を

受けたことがあると回答しており、女性のみならず男性にも被害者はいます。しかしながら、令

和２年度船橋市男女共同参画市民アンケートによると、ＤＶに関する相談窓口が市役所にあるこ

との周知度は６３．０％であり、広く周知されている状況とは言えず、相談やその後の支援にた

どり着いていない被害者がいると懸念されます。 

ＤＶ被害を受けている方々への被害者支援情報の周知や、被害者を生まないための予防啓発を

これまで以上に行っていただきたい。また、ＤＶは家庭内のみならず、デートＤＶとして中学生

や高校生の交際でも被害が生じます。１０代からデートＤＶについての知識を持ってもらうため、

関係機関と連携、協力を図りながら、周知啓発にあたっていただきたい。 

※内閣府「男女間における暴力に関する調査」（令和３年） 

 

意見番号 意見 

１ ＤＶは地域で聞いた事がないのでよくわかりませんが、予防啓発は大切です。 

 

  



６．子育てや介護を仕事と両立できる環境づくり 

女性も男性も働くことを希望する人全員が、仕事と子育て・介護との二者択一を迫られること

なく働き続け、職業生活と家庭生活の両立を図りながらその能力を十分に発揮できることが重要

です。このため、出産や育児、介護を機に離職をせずに就業を継続できるための更なる環境づく

りが求められています。 

実態として女性が多く担っている保育や介護の負担を軽減するためには外部サービスの充実

が必要であり、保育園や介護施設の職員増員や給与処遇改善に努めるとともに、待機者解消にむ

けて保育園や介護施設の増設を進めていただきたい。 

また、保育園の入所申し込みのオンライン手続きを導入したことについて周知を行い、多くの

保護者の負担軽減に努めるなど、子育てしやすいまちを目指していただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ これは市の行政の範囲外になるかもしれませんが、昨今、保育園や介護施設の量と共

に質が問題になっています。 

提言素案の「～～保育園や介護施設の職員増員や給与処遇改善に努めるとともに、待

機者解消にむけて保育園や介護施設の増設を進め」、の後に「又、保護者や家族が安

心して預けられるように質の向上への努力を促していただきたい」と付け加えていた

だきたいです。 

２ 第３段落、保育園のオンライン手続だけに限定せず（乳幼児健診や介護保険の一部手

続などもオンライン手続あるようです）、 「周知を行い、他の諸手続でも多くの保護

者・介護者の負担軽減に努めていただきたい」としてはどうか。 

そもそもオンライン手続はマイナポータルによるもので、これにより保護者・介護者

の負担軽減になっているのかは不明なので、経験者にご意見伺いたいです。 

３ 介護等について今はかなり充実しているので、その方に合った方法を地域の方へ話し

てあげるといいと思う。方法は色々ありますので自治会毎に考慮すればよいと思う。 

 

  



７．男女共同参画社会の実現に向けた周知啓発の推進 

令和２年度船橋市男女共同参画市民アンケートでは、男女の地位の平等感について、社会全体

として男女が「平等になっている」と答えた人の割合が１８．７％、職場の中では２５．５％、

しきたりや慣習では２１．７％で平等感が低い結果となっています。 

男性にとっても主たる稼ぎ手であるべきという固定観念にとらわれずに家庭や地域など生活

の場に積極的に関わることができ、男女が共に生きがいのある毎日を送れる男女共同参画社会を

実現する必要があります。固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）の解消、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進について、男女共に理解

を深めるとともに平等感を高められるよう、啓発活動に努めていただきたい。 

また、令和４年度男女共同参画計画事業評価報告書から新たに概要版を作成し、事業実績の中

から男女共同参画推進委員会で委員に特に評価された事業を掲載する試みを始めました。この概

要版を活用し、市の男女共同参画に係る取り組みを市民に周知していただきたい。 

 

意見番号 意見 

１ 市民に周知していただきたいですが、例えば中小企業の方々は仕事におわれ、家庭を

かえりみる時が少ないと思います。 

 

  



８.相談支援事業の体制の充実 

市は、市民が抱える様々な問題や悩みに対して各種の相談体制を整えており、市民の安心な暮

らしを支えています。 

令和３年度と令和４年度の相談件数を比較すると、母子・父子自立支援員によるひとり親家庭

の相談では８，３７７件から９，００２件、女性相談室による女性相談は新規の相談件数が６０

２件から６２２件に増加しています。また、心理発達相談員等による子どもの発達に関する相談

件数は９，６２９件から９，９７３件となり、待機日数の縮減が課題となっています。 

相談件数の増加や多様な相談へのニーズが高まる中、速やかな解決と適切な支援ができるよう、

相談員及び支援員の適正な配置に努めるなど、より充実した相談体制の整備を進めていただきた

い。 

 

意見番号 意見 

１ ぜひやっていただきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇その他、全体について 

意見番号 意見 

１ 各々の提言内容の速やかな実行を強く求めます。 

２ 細かなことですが、文末に「～いただきたい」という表現が続くところがやや気にな

りましたが、「求められます」や「推進すべきである」というのは強すぎるように思

いますので、もしも、「～いただきたい」という表現以外にあればと思いました。（提

言書なので、このままでよいようにも思います。） 

 


